
 

 １１／８（水）の行事         【道庁プレスリリース】

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報道発表資料の配付日時　　１１月７日（火）１０時００分 

 発 表 項 目   

   「令和５年度北海道特別職報酬等審議会」の開催について

（ 行 事 名 ）

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者

  

 の お 知 ら せ   発表場所

 概 要 ○　北海道特別職報酬等審議会条例に基づき、議員の報酬及び期末手当、知

　事、副知事及び教育長等の給料、期末手当及び退職手当並びに行政委員会

 　委員の報酬について、調査審議する報酬等審議会を開催します。

 

 　 開催日時：令和５年１１月８日（水）１３時から

 　 開催場所：本庁舎３階　知事会議室

 　 出 席 者：委員　北海道特別職報酬等審議会委員（名簿：別紙１）

 　　　　　　 道側　浦本副知事、谷内職員監、飯田人事局長

 　 議　　題：特別職の報酬等及び期末手当について　など 

 

 　　<次第>

      ・開会

 　　 ・委員紹介

 　 　・副会長の選任

 　　 ・審議

　　 ・閉会

 参 考  北海道特別職報酬等審議会条例（別紙２）

 報 道 ( 取 材 ) ・　カメラ撮影等に当たっては、会場係員の指示に従って下さい。 

 に 当 た っ て ・　審議会終了後の取材は、人事課で対応します。 

 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)

 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 　　総務部人事局人事課（担当者：寺山） 

 （ 連 絡 先 ）     ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０４－５０２６   内線２２－１５５ 

            公用スマホ　 ４２８７８  



［別紙１］ 
 

令和５年度北海道特別職報酬等審議会委員名簿 
 

【任期：令和４年７月１日～令和６年６月30日】 

氏　　名 役　職　名 備考

   
小　椋　茂　敏   北海道農業協同組合中央会副会長

   
進　藤　　　智   北海道経済同友会幹事

   
須　間　　　等 　日本労働組合総連合会北海道連合会会長 

 

   
高　崎　智　子   高崎公認会計士事務所（公認会計士） 

   
館　田　晶　子   北海学園大学法学部長

   
田　村　智　幸   田村・橋場法律事務所（弁護士） 会　長

   
長　島　博　子   北海道消費者協会会長  

   　
野　　　祥　子 　北海道女性団体連絡協議会副会長  

   
間　瀬　達　哉 　北海道新聞社常務取締役  

   
吉　住　淳　男 　北海道商工会連合会副会長

                                                     　    （五十音順　敬称略）
 
 



［別紙２］ 

北海道特別職報酬等審議会条例 

 

 

昭和40年条例第５０号　　　 

最終改正　平成28年３月31日 

 

 （設置） 

 第１条　議会の議員の議員報酬等並びに知事、副知事、北海道教育委員会教育長及び北海道特別職職

員の給与等に関する条例（昭和31年北海道条例第64号）第１条第１号から第11号までに掲げる特

別職の職員の給料及び報酬等の公正を確保するため、知事の附属機関として、北海道特別職報酬

等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

 （所掌事項） 

 第２条　審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (１)　議会の議員の議員報酬及び期末手当に関すること。 

 (２)　知事、副知事及び北海道教育委員会教育長の給料並びに期末手当及び退職手当に関すること。 

 (３)　北海道特別職職員の給与等に関する条例第１条第３号及び第７号に掲げる特別職の職員のうち

常勤の委員の給料及び期末手当に関すること。 

 (４)　北海道特別職職員の給与等に関する条例第１条第１号から第11号までに掲げる特別職の職員の

うち非常勤の委員の報酬に関すること。 

 

 （組織） 

 第３条　審議会は、委員10人以内で組織する。 

 ２　委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。 

 ３　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

 ４　委員は、再任されることができる。 

 

 （会長及び副会長） 

 第４条　審議会に会長及び副会長を置く。 

 ２　会長及び副会長は、委員が互選する。 

 ３　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

 ４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

 第５条　審議会の会議は、会長が招集する。 

 ２　審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

 ３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

 （部会） 

 第６条　審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

 ２　部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。 

 ３　部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

 ４　部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 

 （会長への委任） 

 第７条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。 


